
資
金
」
を
「
第
一
種
学
資
貸
与
金
」
に
、
「
第
二
種
学
資
金
」
を
「
第
二
種
学
資
貸
与
金
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
一

、
同
条
第
四
項
中
「
第
一
種
学
資
金
」
を
「
第
一
種
学
資
貸
与
金
」
に
、
「
第
二
種
学
資
金
」
を
「
第
二
種
学
資
貸
与
金
」

種
学
資
金
」
を
「
第
一
種
学
資
貸
与
金
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
二
種
学
資
金
」
を
「
第
二
種
学
資
貸
与
金
」
に
改
め

、
「
第
二
種
学
資
金
」
を
「
第
二
種
学
資
貸
与
金
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
学
資
金
」
を
「
学
資
貸
与
金
」
に
改
め
る
。

、
「
そ
の
学
資
金
」
を
「
そ
の
学
資
貸
与
金
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
第
一
種
学
資
金
」
を
「
第
一
種
学
資
貸
与
金
」

改
め
る
。

第
十
四
条
第
一
項
中
「
「
学
資
金
」
を
「
「
学
資
貸
与
金
」
に
、
「
学
資
金
（
」
を
「
学
資
貸
与
金
（
」
に
、
「
第
一
種
学

第
三
条
及
び
第
十
三
条
第
一
項
第
一
号
中
「
貸
与
」
の
下
に
「
及
び
支
給
」
を
加
え
る
。

独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
九
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
十
七
条
」
を
「
第
十
七
条
の
五
」
に
改
め
る
。

第
十
六
条
中
「
第
一
種
学
資
金
」
を
「
第
一
種
学
資
貸
与
金
」
に
、
「
そ
の
学
資
金
」
を
「
そ
の
学
資
貸
与
金
」
に
改
め
る
。

第
十
五
条
の
前
の
見
出
し
中
「
返
還
」
を
「
学
資
貸
与
金
の
返
還
」
に
改
め
、
同
条
中
「
学
資
金
」
を
「
学
資
貸
与
金
」

独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

声
」Ｉ 矛

」Ｉ に

1 －■■



第
十
七
条
の
三
機
構
は
、
学
資
支
給
金
の
支
給
を
受
け
た
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
と
き
は
、
文

第
十
七
条
の
二
第
十
三
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
学
資
と
し
て
支
給
す
る
資
金
（
以
下
「
学
資
支
給
金
」
と
い
う
。
）

３
前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
学
資
支
給
金
の
支
給
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

２
学
資
支
給
金
の
額
は
、
学
校
等
の
種
別
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
て
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

部
科
学
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
者
か
ら
、
そ
の
支
給
を
受
け
た
学
資
支
給
金
の
額
に
相
当
す
る
金
額
の
全
部

第
十
七
条
中
「
学
資
金
」
を
「
学
資
貸
与
金
」
に
改
め
、
第
三
章
中
同
条
の
次
に
次
の
四
条
を
加
え
る
。

び
方
法
に
従
い
、
特
に
優
れ
た
者
で
あ
っ
て
経
済
的
理
由
に
よ
り
極
め
て
修
学
に
困
難
が
あ
る
も
の
と
認
定
さ
れ
た
者
に
対

し
て
支
給
す
る
も
の
と
す
る
。

は
、
優
れ
た
学
生
等
で
あ
っ
て
経
済
的
理
由
に
よ
り
修
学
に
困
難
が
あ
る
も
の
の
う
ち
、
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
基
準
及

又
は
一
部
を
返
還
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
学
業
成
績
が
著
し
く
不
良
と
な
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

（
学
資
の
支
給
）

（
学
資
支
給
金
の
返
還
）

2－ｰ



21 第
十
七
条
の
四
機
構
は
、
偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
に
よ
り
学
資
支
給
金
の
支
給
を
受
け
た
者
が
あ
る
と
き
は
、
国
税
徴
収

第
十
七
条
の
五
学
資
支
給
金
の
支
給
を
受
け
る
権
利
は
、
譲
り
渡
し
、
担
保
に
供
し
、
又
は
差
し
押
さ
え
る
こ
と
が
で
き
な

第
二
十
三
条
の
二
機
構
は
、
第
十
三
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
学
資
の
支
給
に
係
る
業
務
及
び
こ
れ
に
附
帯
す
る
業
務

と
が
で
き
る
。

二
学
生
等
た
る
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
行
為
が
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

第
二
十
二
条
中
「
第
一
種
学
資
金
」
を
「
第
一
種
学
資
貸
与
金
」
に
改
め
る
。

第
二
十
三
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

の
例
に
よ
り
、
そ
の
者
か
ら
、
そ
の
支
給
を
受
け
た
学
資
支
給
金
の
額
に
相
当
す
る
金
額
の
全
部
又
は
一
部
を
徴
収
す
る
こ

い
◎ （

不
正
利
得
の
徴
収
）

（
受
給
権
の
保
護
）

（
学
資
支
給
基
金
）

前
項
の
規
定
に
よ
る
徴
収
金
の
先
取
特
権
の
順
位
は
、
国
税
及
び
地
方
税
に
次
ぐ
も
の
と
す
る
。

3－■■



第
二
十
三
条
の
三
機
構
は
、
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
（
学
資
支
給
基
金
を
こ
れ
に
必
要
な
費
用
に
充
て
る
も
の
に
限

４
政
府
は
、
毎
年
度
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
機
構
に
対
し
、
学
資
支
給
基
金
に
充
て
る
資
金
を
補
助
す
る
こ
と
が
で
き

３
通
則
法
第
四
十
七
条
及
び
第
六
十
七
条
（
第
七
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
、
学
資
支
給
基
金
の
運
用
に
つ

２
学
資
支
給
基
金
の
運
用
に
よ
っ
て
生
じ
た
利
子
そ
の
他
の
収
入
金
は
、
学
資
支
給
基
金
に
充
て
る
も
の
と
す
る
。

第
二
十
五
条
第
一
号
中
「
又
は
第
十
七
条
」
を
「
、
第
十
七
条
又
は
第
十
七
条
の
二
第
一
項
」
に
改
め
る
。

補
填
の
契
約
が
あ
る
も
の
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

る
。
）
に
つ
い
て
は
、
特
別
の
勘
定
を
設
け
て
経
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

プ
（
》
０

資
支
給
基
金
に
充
て
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
政
府
以
外
の
者
か
ら
出
え
ん
さ
れ
た
金
額
の
合
計
額
に
相
当
す
る
金
額
を
も
つ

て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
通
則
法
第
四
十
七
条
第
三
号
中
「
金
銭
信
託
」
と
あ
る
の
は
、
「
金
銭
信
託
で
元
本

に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
た
め
に
学
資
支
給
基
金
を
設
け
、
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
を
受
け
た
補
助
金
の
金
額
及
び
学

て
こ
れ
に
充
て
る
も
の
と
す
る
。

（
区
分
経
理
）

い

4－ー



」
に
改
め
、
「
又
は
第
十
六
条
」
の
下
に
「
の
規
定
に
よ
り
第
一
種
学
資
貸
与
金
」
を
加
え
、
「
、
第
十
六
条
」
を
「
若
し
く

第
一
条
こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
条
及
び
附
則
第
三
条
の
規
定
は
、
公
布
の

は
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
第
一
種
学
資
貸
与
金
の
返
還
を
免
除
し
た
と
き
」
に
改
め
、
「
第
二
十
三
条
第
三
項
」
の
下
に
「

第
二
条
文
部
科
学
大
臣
は
、
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
第
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
文
部
科
学
省
令
を
定
め
よ

の
規
定
に
よ
り
第
一
種
学
資
金
」
を
加
え
る
。

第
三
十
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

附
則
第
十
四
条
第
三
項
中
「
「
学
資
金
」
を
「
「
学
資
貸
与
金
」
に
、
「
第
一
種
学
資
金
に
」
を
「
第
一
種
学
資
貸
与
金
に

三
第
二
十
三
条
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
通
則
法
第
四
十
七
条
の
規
定
に
違
反
し
て
学
資
支
給
基
金
を
運
用
し
た

日
か
ら
施
行
す
る
。

（
施
行
期
日
）

（
準
備
行
為
）

１
シ
」
圭
一
｛
」
◎

附

則

5－■■



第
五
条
次
に
掲
げ
る
法
律
の
規
定
中
「
貸
与
」
の
下
に
「
及
び
支
給
」
を
加
え
る
。

第
四
条
政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
五
年
を
経
過
し
た
場
合
に
お
い
て
、
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
独
立
行
政
法
人
日

第
三
条
前
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
は
、
政
令
で
定
め
る
。

本
学
生
支
援
機
構
法
の
規
定
の
施
行
の
状
況
を
勘
案
し
、
学
資
の
支
給
に
係
る
制
度
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
必

二
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十

正
…

要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
所
要
の
見
直
し
を
行
う
も
の
と
す
る
。

う
と
す
る
と
き
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
前
に
お
い
て
も
、
財
務
大
臣
に
協
議
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
別
表
第
一
の
四
十
七
の
五
の
項

（
住
民
基
本
台
帳
法
及
び
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
の
一

（
検
討
）

（
政
令
へ
の
委
任
）

七
号
）
別
表
第
一
の
八
十
一
の
項
及
び
別
表
第
二
の
百
六
の
項

部
改

6－I■■



学
生
等
で
あ
っ
て
経
済
的
理
由
に
よ
り
極
め
て
修
学
に
困
難
が
あ
る
も
の
と
認
定
さ
れ
た
者
に
対
し
て
学
資
を
支
給
す
る
業
務

を
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
の
業
務
に
追
加
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。

大
学
等
に
お
け
る
教
育
に
係
る
経
済
的
負
担
の
軽
減
を
図
り
、
も
っ
て
教
育
の
機
会
均
等
に
寄
与
す
る
た
め
、
特
に
優
れ
た

理
由

－7－



独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
新
旧
対
照
条
文

○
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
九
十
四
号
）

（
梢
穂
α
目
献
）
（
梢
構
α
巨
獣
）

弟
三
条
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
（
以
下
「
機
構
」
第
三
条
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
（
以
下
「
機
構
」

と
い
う
。
）
は
、
教
育
の
機
会
均
等
に
寄
与
す
る
た
め
に
学
資
と
い
う
。
）
は
、
教
育
の
機
会
均
等
に
寄
与
す
る
た
め
に
学
瞥

の
貸
与
及
び
支
給
そ
の
他
学
生
等
（
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
の
貸
与
そ
の
他
学
生
等
（
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
の
学
生
並

の
学
生
並
び
に
専
修
学
校
の
専
門
課
程
の
生
徒
を
い
う
。
以
下
び
に
専
修
学
校
の
専
門
課
程
の
生
徒
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

同
じ
。
）
の
修
学
の
援
助
を
行
い
、
大
学
等
（
大
学
、
高
等
専
の
修
学
の
援
助
を
行
い
、
大
学
等
（
大
学
、
高
等
専
門
学
校
及

門
学
校
及
び
専
門
課
程
を
置
く
専
修
学
校
を
い
う
。
以
下
同
じ
び
専
門
課
程
を
置
く
専
修
学
校
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
学

。
）
が
学
生
等
に
対
し
て
行
う
修
学
、
進
路
選
択
そ
の
他
の
事
生
等
に
対
し
て
行
う
修
学
、
進
路
選
択
そ
の
他
の
事
項
に
関
す

項
に
関
す
る
相
談
及
び
指
導
に
つ
い
て
支
援
を
行
う
と
と
も
に
る
相
談
及
び
指
導
に
つ
い
て
支
援
を
行
う
と
と
も
に
、
留
学
生

、
留
学
生
交
流
（
外
国
人
留
学
生
の
受
入
れ
及
び
外
国
へ
の
留
交
流
（
外
国
人
留
学
生
の
受
入
れ
及
び
外
国
へ
の
留
学
生
の
派

学
生
の
派
遣
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
推
進
を
図
る
た
め
の
遣
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
推
進
を
図
る
た
め
の
事
業
を
行

事
業
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
我
が
国
の
大
学
等
に
お
い
て
学
ぶ
う
こ
と
に
よ
り
、
我
が
国
の
大
学
等
に
お
い
て
学
ぶ
学
生
等
に

学
生
等
に
対
す
る
適
切
な
修
学
の
環
境
を
整
備
し
、
も
っ
て
次
対
す
る
適
切
な
修
学
の
環
境
を
整
備
し
、
も
っ
て
次
代
の
社
会

代
の
社
会
を
担
う
豊
か
な
人
間
性
を
備
え
た
創
造
的
な
人
材
の
を
担
う
豊
か
な
人
間
性
を
備
え
た
創
造
的
な
人
材
の
育
成
に
沓

育
成
に
資
す
る
と
と
も
に
、
国
際
相
互
理
解
の
増
進
に
寄
与
す
す
る
と
と
も
に
、
国
際
相
互
理
解
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を

第第

二六万m＝

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

1

改
正
案

現
行



る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
業
務
の
範
囲
）

第
十
三
条
機
構
は
、
第
三
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
の

業
務
を
行
う
。

一
経
済
的
理
由
に
よ
り
修
学
に
困
難
が
あ
る
優
れ
た
学
生
等

に
対
し
、
学
資
の
貸
与
及
び
支
給
そ
の
他
必
要
な
援
助
を
行

汚
向
／
一
」
‐
ン
」
Ｏ

二
～
十
（
略
）

２
（
略
）

（
学
資
の
貸
与
）

第
十
四
条
前
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
学
資
と
し
て
貸
与

す
る
資
金
（
以
下
「
学
資
貸
与
金
」
と
い
う
。
）
は
、
無
利
息

の
学
資
貸
与
金
（
以
下
「
第
一
種
学
資
貸
与
金
」
と
い
う
。
）

及
び
利
息
付
き
の
学
資
貸
与
金
（
以
下
「
第
二
種
学
資
貸
与
金

」
と
い
う
。
）
と
す
る
。

２
第
一
種
学
資
貸
与
金
は
、
優
れ
た
学
生
等
で
あ
っ
て
経
済
的

理
由
に
よ
り
修
学
に
困
難
が
あ
る
も
の
の
う
ち
、
文
部
科
学
省

令
で
定
め
る
基
準
及
び
方
法
に
従
い
、
特
に
優
れ
た
者
で
あ
っ

て
経
済
的
理
由
に
よ
り
著
し
く
修
学
に
困
難
が
あ
る
も
の
と
認

定
さ
れ
た
者
に
対
し
て
貸
与
す
る
も
の
と
す
る
。

３
第
二
種
学
資
貸
与
金
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け

た
者
以
外
の
学
生
等
の
う
ち
、
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
基
準

及
び
方
法
に
従
い
、
大
学
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
学
校
に
在
学

す
る
優
れ
た
者
で
あ
っ
て
経
済
的
理
由
に
よ
り
修
学
に
困
難
が

あ
る
も
の
と
認
定
さ
れ
た
者
に
対
し
て
貸
与
す
る
も
の
と
す
る

４
第
一
種
学
資
貸
与
金
の
額
並
び
に
第
二
種
学
資
貸
与
金
の
額

及
び
利
率
は
、
学
校
等
の
種
別
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
て
、

0

二
～
十
（
略
）

２
（
略
）

（
学
資
の
貸
与
）

第
十
四
条
前
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
学
資
と
し
て
貸
与

す
る
資
金
（
以
下
「
学
資
金
」
と
い
う
。
）
は
、
無
利
息
の
学

資
金
（
以
下
「
第
一
種
学
資
金
」
と
い
う
。
）
及
び
利
息
付
き

の
学
資
金
（
以
下
「
第
二
種
学
資
金
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。

（
業
務
の
範
囲
）

第
十
三
条
機
構
は
、
第
三
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
の

業
務
を
行
う
。

一
経
済
的
理
由
に
よ
り
修
学
に
困
難
が
あ
る
優
れ
た
学
生
等

に
対
し
、
学
資
の
貸
与
そ
の
他
必
要
な
援
助
を
行
う
こ
と
。

４
第
一
種
学
資
金
の
額
並
び
に
第
二
種
学
資
金
の
額
及
び
利
率

は
、
学
校
等
の
種
別
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
て
、
そ
の
学
資

２
第
一
種
学
資
金
は
、
優
れ
た
学
生
等
で
あ
っ
て
経
済
的
理
由

に
よ
り
修
学
に
困
難
が
あ
る
も
の
の
う
ち
、
文
部
科
学
省
令
で

定
め
る
基
準
及
び
方
法
に
従
い
、
特
に
優
れ
た
者
で
あ
っ
て
経

済
的
理
由
に
よ
り
著
し
く
修
学
に
困
難
が
あ
る
も
の
と
認
定
さ

れ
惟
陪
脱
化
岬
卜
ｋ
貸
与
す
る
も
の
と
す
る
。

３
第
二
種
学
資
金
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
た
者

以
外
の
学
生
等
の
う
ち
、
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
基
準
及
び

方
法
に
従
い
、
大
学
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
学
校
に
在
学
す
る

優
れ
た
者
で
あ
っ
て
経
済
的
理
由
に
よ
り
修
学
に
困
難
が
あ
る

も
の
と
認
定
さ
れ
た
者
に
対
し
て
貸
与
す
る
も
の
と
す
る
。

目
的
と
す
る
。

2



そ
の
学
資
貸
与
金
の
種
類
ご
と
に
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

る
。

５
第
三
項
の
大
学
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
学
校
に
在
学
す
る
者

で
あ
っ
て
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
た
も
の
の
う
ち

、
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
基
準
及
び
方
法
に
従
い
、
第
一
種

学
資
貸
与
金
の
貸
与
を
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
、
な
お
そ
の

修
学
を
維
持
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
定
さ
れ
た
者
に
対

し
て
は
、
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
政
令
で
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
第
一
種
学
資
貸
与
金
に
併
せ
て
前
二
項
の
規
定

に
よ
る
第
二
種
学
資
貸
与
金
を
貸
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

６
前
各
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
学
資
貸
与
金
の
貸
与
に
関

し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

（
学
資
貸
与
金
の
返
還
の
条
件
等
）

第
十
五
条
学
資
貸
与
金
の
返
還
の
期
限
及
び
返
還
の
方
法
は
、

政
令
で
定
め
る
。

２
機
構
は
、
学
資
貸
与
金
の
貸
与
を
受
け
た
者
が
災
害
又
は
傷

病
に
よ
り
学
資
貸
与
金
を
返
還
す
る
こ
と
が
困
難
と
な
っ
た
と

き
、
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
事
由
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
返
還

の
期
限
を
猶
予
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
機
構
は
、
学
資
貸
与
金
の
貸
与
を
受
け
た
者
が
死
亡
又
は
精

神
若
し
く
は
身
体
の
障
害
に
よ
り
学
資
貸
与
金
を
返
還
す
る
こ

と
が
で
き
な
く
な
っ
た
と
き
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
そ
の
学
資
貸
与
金
の
全
部
又
は
一
部
の
返
還
を
免
除
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

第
十
六
条
機
構
は
、
大
学
院
に
お
い
て
第
一
種
学
資
貸
与
金
の

貸
与
を
受
け
た
学
生
等
の
う
ち
、
在
学
中
に
特
に
優
れ
た
業
績

を
挙
げ
腓
峠
膵
協
肋
陥
限
冊
ね
者
に
は
、
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
そ
の
学
資
貸
与
金
の
全
部
又
は
一
部
の
返
還
を
免
除
す

第
十
六
条
機
構
は
、
大
学
院
に
お
い
て
第
一
種
学
資
金
の
貸
与

を
受
け
た
学
生
等
の
う
ち
、
在
学
中
に
特
に
優
れ
た
業
績
を
挙

げ
た
と
認
め
ら
れ
る
者
に
は
、
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

、
そ
の
学
資
金
の
全
部
又
は
一
部
の
返
還
を
免
除
す
る
こ
と
が

５
第
三
項
の
大
学
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
学
校
に
在
学
す
る
者

で
あ
っ
て
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
た
も
の
の
う
ち

、
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
基
準
及
び
方
法
に
従
い
、
第
一
種

学
資
金
の
貸
与
を
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
、
な
お
そ
の
修
学

を
維
持
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
定
さ
れ
た
者
に
対
し
て

は
、
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
、
第
一
種
学
資
金
に
併
せ
て
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
第

二
種
学
資
金
を
貸
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

６
前
各
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
学
資
金
の
貸
与
に
関
し
必

要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

（
返
還
の
条
件
等
）

第
十
五
条
学
資
金
の
返
還
の
期
限
及
び
返
還
の
方
法
は
、
政
令

で
定
め
る
。

２
機
構
は
、
学
資
金
の
貸
与
を
受
け
た
者
が
災
害
又
は
傷
病
に

よ
り
学
資
金
を
返
還
す
る
こ
と
が
困
難
と
な
っ
た
と
き
、
そ
の

他
政
令
で
定
め
る
事
由
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
返
還
の
期
限
を

猶
予
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
機
構
は
、
学
資
金
の
貸
与
を
受
け
た
者
が
死
亡
又
は
精
神
若

し
く
は
身
体
の
障
害
に
よ
り
学
資
金
を
返
還
す
る
こ
と
が
で
き

な
く
な
っ
た
と
き
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の

学
資
金
の
全
部
又
は
一
部
の
返
還
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る

Ｉ金
の
種
類
ご
と
に
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

◎
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31 21 第
十
七
条
学
資
貸
与
金
の
回
収
の
業
務
の
方
法
に
つ
い
て
は
、

文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
。

第
十
七
条
の
二
第
十
三
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
学
資
と

第
十
七
条
の
三
機
構
は
、
学
資
支
給
金
の
支
給
を
受
け
た
者
が

し
て
支
給
す
る
資
金
（
以
下
「
学
資
支
給
金
」
と
い
う
。
）
は11

二’ 一'一 慮
し
て
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

給
す
る
も
の
と
す
る
。

法
に
従
い
、
特
に
優
れ
た
者
で
あ
っ
て
経
済
的
理
由
に
よ
り
極

が
あ
る
も
の
の
う
ち
、
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
基
準
及
び
方

る
こ
と
が
で
き
る
。

め
て
修
学
に
困
難
が
あ
る
も
の
と
認
定
さ
れ
た
者
に
対
し
て
支

給
を
受
け
た
学
資
支
給
金
の
額
に
相
当
す
る
金
額
の
全
部
又
は

し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

（
回
収
の
業
務
の
方
法
）

（
学
資
の
支
給
）

学
資
支
給
金
の
額
は
、
学
校
等
の
種
別
そ
の
他
の
事
情
を
考

学
業
成
績
が
著
し
く
不
良
と
な
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
と
き

○

前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
学
資
支
給
金
の
支
給
に
関

部
を
返
還
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

ら
れ
る
と
き
。

I
貫
支
給
金
の
返
環

（
回
収
の
業
務
の
方
法
）

第
十
七
条
学
資
金
の
回
収
の
業
務
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
文
部

科
学
省
令
で
定
め
る
。

で
き
る
。

（
新
規
）

（
新
規
）
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第
二
十
三
条
の
二
機
構
は
、
第
十
三
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定

（
政
府
貸
付
金
等

第
二
十
二
条
政
府

構
に
対
し
、
第
十

与
に
係
る
業
務
（

）
に
要
す
る
資
金

２
政
府
は
、
機
構

21第
十
七
条
の
五
学
資
支
給
金
の
支
給
を
受
け
る
権
利
は
、
譲
り

第
十
七
条
の
四
機
構
は
、
偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
に
よ
り
学

給
基
金
に
充
て
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
政
府
以
外
の
者
か
ら
出

項
の
規
定
に
よ
り
交
付
を
受
け
た
補
助
金
の
金
額
及
び
学
資
支

す
る
学
資
の
支
給
に
係
る
業
務
及
び
こ
れ
に
附
帯
す
る
業
務
に

要
す
る
費
用
に
充
て
る
た
め
に
学
資
支
給
基
金
を
設
け
、
第
四

に
よ
り
第
一
種
学
資
貸
与
金
の
返
還
を
免
除
し
た
と
き
は
、
機

構
に
対
し
、
そ
の
免
除
し
た
金
額
に
相
当
す
る
額
の
前
項
の
貸

付
金
の
償
還
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

渡
し
、

１
．

資
支
給
金
の
支
給
を
受
け
た
者
が
あ
る
と
き
は
、
国
税
徴
収
の

例
に
よ
り
、
そ
の
者
か
ら
、
そ
の
支
給
を
受
け
た
学
資
支
給
金

及
び
地
方
税
に
次
ぐ
も
の
と
す
る
。

で
き
る
。

の
額
に
相
当
す
る
金
額
の
全
部
又
は
一
部
を
徴
収
す
る
こ
と
が

（
学
資
支
給
基
金
）

（
受
給
権
の
保
護
）

（
不
正
利
得
の
徴
収
）

前
項
の
規
定
に
よ
る
徴
収
金
の
先
取
特
権
の
順
位
は
、
国
税

担
保
に
供
し
、
又
は
差
し
押
さ
え
る
こ
と
が
で
き
な
い

第
一
種
学
資
貸
与
金
に
係
る
も
の
に
限
る
。

を
無
利
息
で
貸
し
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

が
第
十
五
条
第
三
項
又
は
第
十
六
条
の
規
定

）

は
、
毎
年
度
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
機

三
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
学
資
の
貸

（
政
府
貸
付
金
等
）

第
二
十
二
条
政
府
は
、
毎
年
度
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
機

構
に
対
し
、
第
十
三
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
学
資
の
貸

与
に
係
る
業
務
（
第
一
種
学
資
金
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に

要
す
る
資
金
を
無
利
息
で
貸
し
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
政
府
は
、
機
構
が
第
十
五
条
第
三
項
又
は
第
十
六
条
の
規
定

に
よ
り
第
一
種
学
資
金
の
返
還
を
免
除
し
た
と
き
は
、
機
構
に

対
し
、
そ
の
免
除
し
た
金
額
に
相
当
す
る
額
の
前
項
の
貸
付
金

の
償
還
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
新
規
）

（
新
規
）

（
新
規
）
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31 2141第
二
十
三
条
の
三
機
構
は
、
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
（

（
財
務
大
臣
と
の
協
議
）

第
二
十
五
条
文
部
科
学
大
臣
は
、
次
の
場
合
に
は
、

め
、
財
務
大
臣
に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
・

一
第
十
四
条
第
二
項
、
第
三
項
若
し
く
は
第
五
毒

第
三
項
若
し
く
は
第
五
項

、
学
資
支
給
基
金
に
充
て
る
資
金
を
補
助
す
る
こ
と
が
で
き
る

１
０

準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
通
則
法
第
四
十
七
条
第
三

分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
、
学
資
支
給
基
金
の
運
用
に
つ
い
て

え
ん
さ
れ
た
金
額
の
合
計
額
に
相
当
す
る
金
額
を
も
っ
て
こ
れ

な
ら
な
い
・

第
五
章
雑
則

。
）
に
つ
い
て
は
、
特
別
の
勘
定
を
設
け
て
経
理
し
な
け
れ
ば

学
資
支
給
基
金
を
こ
れ
に
必
要
な
費
用
に
充
て
る
も
の
に
限
る

号
中
「
金
銭
信
託
」
と
あ
る
の
は
、
「
金
銭
信
託
で
元
本
補
填

入
金
は
、
学
資
支
給
基
金
に
充
て
る
も
の
と
す
る
。

に
充
て
る
も
の
と
す
る
。

の
契
約
が
あ
る
も
の
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

条
又
は
第
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
文
部
科
学
省

令
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
。

二
・
三
（
略
）

（
区
分
経
理
）

学
資
支
給
基
金
の
運
用
に
よ
っ
て
生
じ
た
利
子
そ
の
他
の
収

政
府
は
、
毎
年
度
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
機
構
に
対
し

通
則
法
第
四
十
七
条
及
び
第
六
十
七
条
（
第
七
号
に
係
る
部

第
六
章
罰
則

、
第
十
七

あ
ら
か
じ

（
財
務
大
臣
と
の
協
議
）

第
二
十
五
条
文
部
科
学
大
臣
は
、
次
の
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ

め
、
財
務
大
臣
に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
第
十
四
条
第
二
項
、
第
三
項
若
し
く
は
第
五
項
又
は
第
十

七
条
の
規
定
に
よ
り
文
部
科
学
省
令
を
定
め
よ
う
と
す
る
と

生
式
」
◎

二
・
三
（
略
）

（
新
規
）

6



附
則

（
業
務
の
特

第
十
四
条
（

２
（
略
）

３
機
構
が
第

十
七
条
、
第

条
、
第
二
十

い
て
は
、
第

貸
与
金
（
附

を
含
む
。
）

中
「
第
十
三

条
第
一
項
」

十
三
条
第
一

」
と
あ
る
の

の
貸
与
に
係

業
務
（
附
帯

項
中
「
第
十

係
る
業
務
（

と
あ
る
の
は

貸
与
に
係
る

。
）
及
び
附

則の
特

第
三
十
の
》
壜

に
処
一
●

一
一
一

四
十
七
条
の
規
定
に
違
反
し
て
学
資
支
給
基
金
を
運
用
し
た

１
１
ン
」
畢
云
」
。
第
二
十
三
条
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
通
則
法
第

条
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ

反
行
為
を
し
た
機
構
の
役
員
は
、
二
十
万
円
以
下
の
過
料

す
る
。

二
（
略
）例

等
）

（
略
）

第
一
種

「
第
十

業
務
（

則
第
十

一
項
に
規

十
八
条
第

三
条
及
び

十
七
条
中

則
第
十
四

」
と
、
第

条
」
と
あ

と
、
第
十

項
第
一
号

は
「
第
十

る
業
務
及

す
る
業
務

三
条
第
一
学
資
貸
与
金
に

三
条
第
一
項
第

第
一
種
学
資
貸
与
金
に

四
条
第
一
項
に
規
定
す

定
す
る
業
務
を

一
項
、
第
十
九

第
三
十
条
第
二

「
学
資
貸
与

条
第
一
項
に

十
八
条
第
一

る
の
は
「
第

九
条
第
一
項

に
規
定
す
る

三
条
第
一
項

び
附
則
第
十

を
除
く
。
）

項
第
一
号
に

一係規一四第学及十項規金
行
う
条
第
号
の
」
と
定
す
及
び
三
条
び
第
資
の
一
口
言

条
第

，
ン
」
、

定
す
る
も
号
に

場
合
に
お
け
る
第

一
項
、
第
二
十
二

規
定
の
適
用
に
つ

あ
る
の
は
「
学
資

る
第
一
種
学
資
金

第
三
十
条
第
二
号

及
び
附
則
第
十
四

二
十
三
条
中
「
第

貸
与
に
係
る
業
務

に
規
定
す
る
学
資

一
項
に
規
定
す
る

第
二
十
二
条
第
一

る
学
資
の
貸
与
に

の
に
限
る
。
）
」

規
定
す
る
学
資
の

係
る
も
の
に
限
る

る
業
務
（
附
帯
す

附
則

（
業
務
の
特
例
等
）

第
十
四
条
（
略
）

２
（
略
）

３
機
構
が
第
一
項
に
規

十
七
条
、
第
十
八
条
第

条
、
第
二
十
三
条
及
び

い
て
は
、
第
十
七
条
中

附
則
第
十
四
条
第
一
項

）
」
と
、
第
十
八
条
第

三
条
」
と
あ
る
の
は
「

」
と
、
第
十
九
条
第
一

一
項
第
一
号
に
規
定
す

の
は
「
第
十
三
条
第
一

係
る
業
務
及
び
附
則
第

帯
す
る
業
務
を
除
く
。

十
三
条
第
一
項
第
一
号

項
に
規

第
三
十
条
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ

の
違
反
行
為
を
し
た
機
構
の
役
員
は
、
二
十
万
円
以
下
の
過
料

に
処
す
る
。

一
・
二
（
略
）

（
新
規
）

四務第へ十帯係の一一
条へ十第
第
一
種
学
資
金
に

第
一
項
に
規
定
す

一

一
一
一

種
学
資
金
に

条
第
一
項
第

定
す
る
業
務
を
行
う
場
合
に
お
け
る

八
条
第
一
項
、
第
十
九
条
第
一
項
、
第
二
十

条
及
び
第
三
十
条
第
二
号
の
規
定
の
適
用
に

一係号

「
学
資
金
」
と
あ
る
の
は
「
学
資
金

に
規
定
す
る
第
一
種
学
資
金
を
含
む

一
項
及
び
第
三
十
条
第
二
号
中
「
第

第
十
三
条
及
び
附
則
第
十
四
条
第
一

項
及
び
第
二
十
三
条
中
「
第
十
三
条

る
学
資
の
貸
与
に
係
る
業
務
」
と
あ

項
第
一
号
に
規
定
す
る
学
資
の
貸
与

十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
（

）
」
と
、
第
二
十
二
条
第
一
項
中
「

に
規
定
す
る
学
資
の
貸
与
に
係
る
業

る
も
の
に
限
る
。
）
」
と
あ
る
の
は

号
に
規
定
す
る
学
資
の
貸
与
に
係
る

係
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
附
則
第

る
業
務
（
附
帯
す
る
業
務
を
除
く
。

､-'十業弓務第附にる第項十。,-,つ二第
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項
又
は
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
第
一
種
学
資
貸
与
金
」
と
あ

り
第
一
種
学
資
貸
与
金
の
返
還
を
免
除
し
た
と
き
又
は
附
則
第

十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と

と
さ
れ
る
旧
育
英
会
法
第
二
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
第

る
の
は
「
第
十
五
条
第
三
項
若
し
く
は
第
十
六
条
の
規
定
に
よ

る
業
務
を
除
く
。
）
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
第
十
五
条
第
三
一
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
第
十
五
条
第
三
項
又
は
第
十
六
条
」

一
種
学
資
金
」
と
す
る
。

と
あ
る
の
は
「
第
十
五
条
第
三
項
、
第
十
六
条
又
は
附
則
第
十

四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と

さ
れ
る
旧
育
英
会
法
第
二
十
三
条
第
三
項
」
と
す
る
。

8



○

住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

9

別
表
第
一
（
第
三
十
条
の
九
、
第
三
十
条
の
二
十
三
、
第
三
十
条

の
二
十
八
、
第
三
十
条
の
三
十
関
係
）

へ

略
営

四
十
七
の
五

独
立
行

政
法
人
日

本
学
生
支

援
機
構

へ

略
一

提
供
を
受
け

る
国
の
機
関

又
は
法
人

へ

略
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
（
平
成

十
五
年
法
律
第
九
十
四
号
）
に
よ
る
同
法
第
十

三
条
第
一
項
第
一
号
の
学
資
の
貸
与
及
び
支
給

に
関
す
る
事
務
で
あ
っ
て
総
務
省
令
で
定
め
る

も
の

へ

略
一

事

務

改
正
案

別
表
第
一
（
第
三
十
条
の
九
、
第
三
十
条
の
二
十
三
、
第
三
十
条

の
二
十
八
、
第
三
十
条
の
三
十
関
係
）

へ

略
一

四
十
七
の
五

独
立
行

政
法
人
日

本
学
生
支

援
機
構

へ

略
一

提
供
を
受
け

る
国
の
機
関

又
は
法
人

へ

略
…

独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
（
平
成

十
五
年
法
律
第
九
十
四
号
）
に
よ
る
同
法
第
十

三
条
第
一
項
第
一
号
の
学
資
の
貸
与
に
関
す
る

事
務
で
あ
っ
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の

（
略
）

事
務

現
行



○
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）

垂
禾
弘

向’

政
法
医
療
保
険
者
そ
の
医
療
保
険
各
娃

字
生
他
の
法
令
に
よ
る
そ
の
他
の
法
令

構
法
医
療
に
関
す
る
給
に
よ
る
医
療
昨

学
資
付
の
支
給
を
行
う
関
す
る
給
付
の

及
び
こ
と
と
さ
れ
て
い
支
給
に
関
す
ス

関
す
る
者
情
報
で
あ
っ
イ

で
あ
主
務
省
令
で
声

役
人
Ｅ
才
学

云
津
第
九
十
四

L Wー巧

ち上椎

人
［
ロ
ー
今
澤

文
援
機
罐

に
よ
る
肇

の
貸
与
炉

す
る
奎
尹
嫁

医
療
保
険
者
そ
の
医
療
保
険
各
娃

他
の
法
令
に
よ
る
そ
の
他
の
法
令

医
療
に
関
す
る
給
に
よ
る
医
療
席

付
の
支
給
を
行
う
関
す
る
給
付
の

こ
と
と
さ
れ
て
い
支
給
に
関
す
ス

る
者
情
報
で
あ
っ
て

手
工
家
力
些
日
へ
ロ
病
』
』
恒

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

10

改
正
案

現
行

へ

略
一

情
報
照
会

者

（
略
）

事
務

（
略
）

情
報
提
供
者

へ

略
…

特
定
個
人
情
報



っ
て
主
務
省

令
で
定
め
る

も
の

■■■■■■■■■■■

－

省
令
で
定
め

る
も
の

－

－

11

国
民
年
金
法
そ
の

他
の
法
令
に
よ
る

年
金
で
あ
る
給
付

の
支
給
を
行
う
こ

と
と
さ
れ
て
い
る

者 市
町
村
長

都
道
府
県
知
事
等

都
道
府
県
知
事

国
民
年
金
法
そ

の
他
の
法
令
に

よ
る
年
金
で
あ

る
給
付
の
支
給

に
関
す
る
情
報

で
あ
っ
て
主
務

省
令
で
定
め
る

も
の

地
方
税
関
係
情

報
又
は
住
民
票

関
係
情
報
で
あ

っ
て
主
務
省
令

で
定
め
る
も
の

生
活
保
護
関
係

情
報
で
あ
っ
て

主
務
省
令
で
定

め
る
も
の

障
害
者
関
係
情

報
で
あ
っ
て
主

務
省
令
で
定
め

る
も
の

国
民
年
金
法
そ
の

他
の
法
令
に
よ
る

年
金
で
あ
る
給
付

の
支
給
を
行
う
こ

と
と
さ
れ
て
い
る

者 市
町
村
長

都
道
府
県
知
事
等

都
道
府
県
知
事

国
民
年
金
法
そ

の
他
の
法
令
に

よ
る
年
金
で
あ

る
給
付
の
支
給

に
関
す
る
情
報

で
あ
っ
て
主
務

省
令
で
定
め
る

も
の

地
方
税
関
係
情

報
又
は
住
民
票

関
係
情
報
で
あ

っ
て
主
務
省
令

で
定
め
る
も
の

生
活
保
護
関
係

情
報
で
あ
っ
て

主
務
省
令
で
定

め
る
も
の

障
害
者
関
係
情

報
で
あ
っ
て
主

務
省
令
で
定
め

る
も
の
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独立行政法人が「国税徴収の例」による対応を行うことについて

(徴収する支給金等の原資の性格（公金であるか否か）の観点からの整理）

1．独立行政法人日本学生支援機構の学資支給金も原資が公金であることを踏ま

えれば、偽りその他の不正の行為により給付を受けた場合の徴収に関しては、

国税徴収の例によることとすることが適当ではないかとの御指摘を踏まえ、制

度の趣旨が異なる年金や保険などを除き、基本的な支給の原資が税金によって

賄われている関係法律の規定について確認したところ、該当するものは23件(別

紙参照）であった。 このうち、

．国税徴収の例によることが規定されているものが18件、

・地方税の滞納処分の例によることが規定（※1） されているものが4件、

・徴収方法に関する規定が設けられていないものが1件（※2）、

となっている。

※1 これら4件については、 「徴収金は、地方自治法（昭和22年法律第67

号）第231条の3第3項に規定する法律で定める歳入とする」 とされて

おり、同項の規定（地方税の滞納処分の例により処分することができる）

に基づく徴収が可能とされている。

※2母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和39年法律第129号）のみ

2． また、上記の例を徴収を実施する主体別にみると、

・国 ： 6件

・国または地方公共団体： 1件

・地方公共団体 ： 13件

・独立行政法人 ： 2件 （※3）

・その他 ： 1件 （※4）

となっており、必ずしも国または地方公共団体に限られてはいない。

※3独立行政法人平和祈念事業特別基金

（戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法）

独立行政法人医療品医薬機器総合機構

（特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤による

c型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別

措置法）

※4社会保険診療報酬支払基金

（特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法）

3．上記の公金を原資とするとの条件では、独立行政法人等が主体となるものは

3件であるが、公金だけではなく公金以外の資金も原資に加えられているとし

－2－



ている例まで見れば、次の2件も挙げられる。

①石綿による健康被害の救済に関する法律（平成18年法律第4号）による

徴収（独立行政法人環境再生保全機構が国税徴収の例によって行うもの）

②公害健康被害の補償等に関する法律（昭和48年法律第101号）による徴

収（地方公共団体が国税徴収の例によって行うもの）

このように、必ずしも支給の原資が100%公金でなくとも、国税徴収の例によ

ることとされている例も存在している。

(学資支給金の不正徴収の考え方）

4．学資支給金については、今般の改正で、機構の目的及び業務の規定に学資の

支給を位置づけ、継続的に実施していく事業であることから、来年度の政府予

算案では約70億円を計上しており、また、完成年度で必要とされる約200億円

については毎年度の予算措置されるものである。

なお、その原資とする学資支給基金には、寄付等を原資に繰り入れることも

認めることとしているが、学資の支給は原則渡し切りのものであるため、仮に

一定額の寄付があったとしても、寄付金が経年的に積みあがっていくことは想

定し難いことから、あくまで国による予算措置がなされることが原則となる。

5． したがって、 機構の行う学資支給金は、その原資を基本的には公金で賄う

ものであり、 「1． 」の例からも国税徴収の例によることとするのが適当と考え

られること、 さらに、下記の点も考慮して、機構の学資支給金の不正受給が生

じた場合の徴収については、国税徴収の例によることとする。

1） 学資支給金は、経済的に極めて困難がある者に対して支給するものであ

り、その支給に支障が生じた場合、受給者の学業の継続にも影響を及ぼす

可能性があるため、不正等によって給付された場合には、迅速かつ確実に

徴収する必要があること。

2） 現行法令において、独立行政法人が国税徴収の例によって行うとする規

定も存在しており、国税徴収の例によることができる主体として必ずしも

国や地方公共団体に限られていないこと （法令用語辞典においても、国税

徴収の例による場合は､主体によって限定されるものとはされていない(参

考参照)。

3） 制度検討の段階において、不正受給の抑制効果を持つ制度とすることこ

とが適切であるとの意見も強くあったこと。

6．なお、年金は学資の支給と制度趣旨は異なるところであるが、御指摘のあっ

た日本年金機構については、当該設置法である日本年金機構法（平成19年法律

第109号）においては、不正利得に関する徴収規定は設けられておらず、厚生

年金保険法（昭和29年法律115号）等の規定において、厚生労働大臣より事務

の委託を受け、国税徴収の例によって徴収を行うこととされている。

－3－



(参考＃ 「国税徴収の例」 （法令用語辞典（学陽書房）より抜粋）

内国税以外の公法上の金銭債権について、国税徴収法及び国税通則法に基

づく徴収手続きに準じた徴収手続きを認める場合に用いられる用語である。

すなわち、内国税以外の公法上の債権のうち、内国税に類似する性格を有し、

したがって、内国税の徴収手続きに準じた手続きにより徴収する合理性と必

要性とがあるものについて、新しい制度を設けることなく、国税徴収法及び

国税通則法並びにこれらの規定に基づく命令の規定を当てはめ、適用しよう

とする場合に、 この用語が用いられる。

（参照条文）

○地方自治法

（督促、滞納処分等）

第二百三十一条の三 （略）

2 （略）

3 普通地方公共団体の長は、分担金、加入金、過料又は法律で定める使用料そ

の他の普通地方公共団体の歳入につき第一項の規定による督促を受けた者が同

項の規定により指定された期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、

当該歳入並びに当該歳入に係る前項の手数料及び延滞金について、地方税の滞

納処分の例により処分することができる。 この場合におけるこれらの徴収金の

先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

4～11 （略）

○厚生年金保険法（昭和29年法律115号）

（不正利得の徴収）

第四十条の二偽りその他不正の手段により保険給付を受けた者があるときは、

実施機関は、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収すること

ができる。

第七十九条 （略）

2 （略）

3 政府は、第一項各号に掲げる事業及び前項に規定する運用の全部又は一部を

日本年金機構（以下「機構」 という。）に行わせることができる。

4 （略）

－4‐



（機構への事務の委託）

第百条の十厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務を行わせるものとする。

一～七 （略）

八第四十条の二（附則第二十九条第九項において準用する場合を含む｡）の規

定による不正利得の徴収に係る事務（第百条の四第一項第二十九号から第三

十一号までに掲げる権限を行使する事務及び次条第一項の規定により機構が

行う収納、第八十六条第一項の規定による督促その他の厚生労働省令で定め

る権限を行使する事務並びに第三十一号及び第三十三号に掲げる事務を除号及び第三十三号に掲げる事務を除

く。）

九～三十九

2． 3 （略）

(略）
●

ノ
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【別紙】

1／4ページ

法律と関係規定 実施主体
不正利得の徴収関係規定の有無
(有る場合は､関係規定）

1

難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律
第五十号）
(不正利得の徴収）
第三十四条都道府県は､偽りその他不正の手段により特定
医療費の支給を受けた者があるときは､その者から､その特定
医療費の額に相当する金額の全部又は一部を徴収することが
できる。

地方公共団体

(不正利得の徴収）
第三十四条（略）
2 （略）
3前二項の規定による徴収金は、
地方自治法（昭和二十二年法律第
六十七号)第二百三十一条の三第
三項に規定する法律で定める歳入
とする。

2

生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号）
(不正利得の徴収）
第十二条偽りその他不正の手段により生活困窮者住居確保
給付金の支給を受けた者があるときは､都道府県等は､その者
から､その支給を受けた生活困窮者住居確保給付金の額に相
当する金額の全部又は一部を徴収することができる。

地方公共団体

(不正利得の徴収）
第十二条 （略）
2前項の規定による徴収金は､地
方自治法（昭和二十二年法律第六
十七号)第二百三十一条の三第三
項に規定する法律で定める歳入と
する。

3

子ども･子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号）
(不正利得の徴収）
第十二条市町村は､偽りその他不正の手段により子どものた
めの教育･保育給付を受けた者があるときは､その者から､その
子どものための教育･保育給付の額に相当する金額の全部又
は一部を徴収することができる。

地方公共団体

(不正利得の徴収）
第十二条（略）
2 （略）
3前二項の規定による徴収金は、
地方自治法（昭和二十二年法律第
六十七号)第二百三十一条の三第
三項に規定する法律で定める歳入
とする。

4

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法
律(平成十七年法律第百二十三号）
(不正利得の徴収）
第八条市町村(政令で定める医療に係る自立支援医療費の
支給に関しては､都道府県とする｡以下｢市町村等｣という｡）
は､偽りその他不正の手段により自立支援給付を受けた者があ
るときは､その者から､その自立支援給付の額に相当する金額
の全部又は一部を徴収することができる。

地方公共団体

(不正利得の徴収）

第八条 （略）
2 （略）
3前二項の規定による徴収令は、
地方自治法(昭和二十二年法律第
六十七号)第二百三十一条の三第
三項に規定する法律で定める歳入
とする。

5

母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二
十九号）
(不正利得の徴収）
第三十一条の二偽りその他不正の手段により母子家庭自立
支援給付金の支給を受けた者があるときは､都道府県知事等
は､受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収
することができる。

地方公共団体 (無し）

6

国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成二十八年法
律第七十三号）
(不正利得の徴収）
第十五条偽りその他不正の手段により国外犯罪被害弔慰金
等の支給を受けた者があるときは､国家公安委員会は､国税徴
収の例により､その者から､その支給を受けた国外犯罪被害弔
慰金等の額に相当する金額を徴収することができる。

国 (条文中に規定有り）



【別紙】

2／4ページ

法律と関係規定 実施主体
不正利得の徴収関係規定の有無
(有る場合は､関係規定）

7

平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する
法律(平成二十三年法律第九十一号）
(不正利得の徴収）
第十一条偽りその他不正の手段により仮払金の支払を受け
た者があるときは､主務大臣は､国税徴収の例により､その者か
ら､その支払を受けた仮払金の額に相当する金額の全部又は
一部を徴収することができる。

国 (条文中に規定有り）

8

平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措
置法(平成二十三年法律第百七号）
(不正利得の徴収）
第十三条偽りその他不正の手段により子ども手当の支給を受
けた者があるときは､市町村長は､国税徴収の例により､受給額
に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することがで
きる。

地方公共団体 (条文中に規定有り）

9

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措
置法(平成二十三年法律第百二十六号）
(不正利得の徴収）
第二十一条偽りその他不正の手段により特定B型肝炎ｳｲﾙ
ｽ感染者給付金等の支給を受けた者があるときは､支払基金
は､国税徴収の例により､その者から､その支給を受けた特定B
型肝炎ｳｲﾙｽ感染者給付金等の額に相当する金額の全部又
は一部を徴収することができる。

基金 (条文中に規定有り）

10

高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法
律第十八号）
(不正利得の徴収）
第十一条偽りその他不正の手段により就学支援金の支給を
受けた者があるときは､都道府県知事は､国税徴収の例により、
その者から､その支給を受けた就学支援金の額に相当する金
額の全部又は－部を徴収することができる。

地方公共団体 (条文中に規定有り）

11

平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律
(平成二十二年法律第十九号）
(不正利得の徴収）
第十三条偽りその他不正の手段により子ども手当の支給を受
けた者があるときは､市町村長は､国税徴収の例により､受給額
に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することがで
きる。

地方公共団体 (条文中に規定有り）

12

戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法(平成二十二
年法律第四十五号）
(不正利得の徴収）
第十条偽りその他不正の手段により特別給付金の支給を受
けた者があるときは､基金は､国税徴収の例により､その者か
ら､その支給を受けた特別給付金の額に相当する金額の全部
又は一部を徴収することができる。

独立行政法人 (条文中に規定有り）



【別紙】

3／4ページ

法律と関係規定 実施主体
不正利得の徴収関係規定の有無
(有る場合は､関係規定）

13

新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する
特別措置法(平成二十一年法律第九十八号）
(不正利得の徴収） 、
第七条厚生労働大臣は､偽りその他不正の手段により給付を
受けた者があるときは､国税徴収の例により､その者から､その
受けた給付の額に相当する金額の全部又は一部を徴収するこ
とができる。

国 (条文中に規定有り）

14

特定ﾌｨブﾘﾉグﾝ製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤による
C型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する
特別措置法(平成二十年法律第二号）
(不正利得の徴収）
第十三条偽りその他不正の手段により給付金等の支給を受
けた者があるときは､機構は､国税徴収の例により､その者か
ら､その支給を受けた給付金等の額に相当する金額の全部又
は一部を徴収することができる。

独立行政法人 (条文中に規定有り）

15

オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に
関する法律(平成二十年法律第八十号）
(不正利得の徴収）
第十二条偽りその他不正の手段により給付金の支給を受け
た者があるときは､国家公安委員会は､国税徴収の例により､そ
の者から､その支給を受けた給付金の額に相当する金額の全
部又は一部を徴収することができる。

国 (条文中に規定有り）

16

特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平
成十六年法律第百六十六号）
(不正利得の徴収）
第二十二条偽りその他不正の手段により特別障害給付金の
支給を受けた者があるときは､厚生労働大臣は､国税徴収の例
により､その者から､その支給を受けた額に相当する金額の全
部又は一部を徴収することができる。

国 (条文中に規定有り）

17

ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する
法律(平成十三年法律第六十三号）
(不正利得の徴収）
第十条偽りその他不正の手段により補償金の支給を受けた
者があるときは､厚生労働大臣は､国税徴収の例により､その者
から､当該補償金の価額の全部又は－部を徴収することができ
る 0

国 (条文中に規定有り）

18

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第
百十七号）

(不正利得の徴収）
第四十七条偽りその他不正の手段によりこの法律に基づく給
付を受けた者がある場合は､厚生労働大臣(当該給付が都道府
県知事により行われた場合にあっては､都道府県知事)は､国
税徴収の例により､その者から､当該給付の価額の全部又は一
部を徴収することができる。

国
又は

地方公共団体
(条文中に規定有り）



【別紙】

4／4ページ

法律と関係規定 実施主体
不正利得の徴収関係規定の有無
(有る場合は､関係規定）

19

犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関
する法律(昭和五十五年法律第三十六号）
(不正利得の徴収）

第十五条偽りその他不正の手段により犯罪被害者等給付金
(仮給付金を含む｡以下この項及び第十九条において同じ｡）の
支給を受けた者があるときは､国家公安委員会は､国税徴収の
例により､その者から､その支給を受けた犯罪被害者等給付金
の額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。

国 (条文中に規定有り）

20

児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号）
(不正利得の徴収）
第十四条偽りその他不正の手段により児童手当の支給を受
けた者があるときは､市町村長は､地方税の滞納処分の例によ
り､受給額に相当する金額の全部又は－部をその者から徴収す
ることができる。

地方公共団体 (条文中に規定有り）

21

特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律
第百三十四号）
(不正利得の徴収）
第二十四条都道府県知事､市長又は福祉事務所を管理する
町村長は､偽りその他不正の手段により手当の支給を受けた者
があるときは､国税徴収の例により､その者から､その支給を受
けた額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができ
る 。

地方公共団体 (条文中に規定有り）

22

児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号）
(不正利得の徴収）
第二十三条偽りその他不正の手段により手当の支給を受け
た者があるときは､都道府県知事等は､国税徴収の例により､受
給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収すること
ができる。

地方公共団体 (条文中に規定有り）

23

予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号）
(不正利得の徴収）
第十九条市町村長は､偽りその他不正の手段により給付を受
けた者があるときは､国税徴収の例により､その者から､その受
けた給付の額に相当する金額の全部又は一部を徴収すること
ができる。

地方公共団体 (条文中に規定有り）


